
（別紙）                                委員長素案 

 
１ 治水ダム建設事業／大和沢ダムに係る委員会附帯意見 

 
「青森県ダム建設の見直し基本方針」及び当該事業に係る当委員会の平成１５年度附帯意見

を踏まえた、その後の調査・検討結果を勘案し、本事業の中止は妥当と考える。 

ただし、ダム建設中止後の大和沢川の治水対策については、これまで治水安全度１／４０で

検討してきた経緯を踏まえ、引き続き詳細な調査・検討を行い、当委員会へ報告するとともに、

地元への情報提供を適時・適切に行って、十分に理解を得ながら事業を進めること。 

 
 
＊治水安全度１／４０（４０年に１度の確率で降ると考えられる大雨でもあふれることのない安全度） 














	H22iinntyousoan
	20101119143942689

